
 

こうべ女性活躍推進企業認定制度について 

 

１ 趣旨 

  平成 15年度より、ワーク・ライフ・バランスの実現や女性の登用に積極的に取り組む市

内の事業所を表彰してきた「こうべ男女いきいき事業所表彰制度」について、市内企業の

取り組みをより実効的に促進するため、見直しを行い、兵庫県と共に新たな企業認定制度

を立ち上げた。 

新しい企業認定制度は、企業が自己診断により、現状を数値化・見える化し、課題や今

後の取り組むべき方向性等を確認するとともに、一定の基準に達した企業を認定し、女性

が活躍する職場づくりに積極的に取り組む企業として広くＰＲすることで、更なる気運醸

成やステップアップを後押しするものとする。 

 

２ 実施概要 

 ⑴ 認定対象 神戸市内に本社または主たる事業所を置く企業等 

 ⑵ 認定項目 ４つの柱・２０項目 

 ①取組姿勢（方針の明示や職場の状況把握等） 

        ②キャリア形成支援（研修の実施、メンター制度や個別面談の導入等） 

        ③女性の活躍推進（管理職割合、採用比率等） 

        ④女性の定着促進（勤続年数、賃金格差、時間外労働、多様な働き方等） 

 ⑶ 認定要件 全項目の７割（１４項目）以上を達成 

 ⑷ 認定期間 ３年（認定日から認定後３年を経た日の属する年度末まで） 

⑸ メリット ①企業 HPや名刺等への認定マークの使用 

       ②県市ホームページでのＰＲ（企業名掲載） 

       ③神戸市の入札や事業者審査における、評価加点等の優遇措置 

      ④神戸市主催の各種就職イベントへの参加優遇 

      ⑤兵庫県信用保証協会の保証料率の割引（平均 20％） 

      ⑥就職活動を行う大学生とのマッチングイベントに参加 

 

 

３ 認定企業 

R４年度 39社 

（うちプラチナミモザ企業 1社） 

R５年度 11社（6月募集） 

R５年度 16社（11月募集・申請受付分） 

 

 

 

 

ロゴマーク 

ミモザは「国際女性デー(3/8)」のシンボル 

であることから、ミモザ企業とネーミング 

資料２ 



認定項目（４つの柱・２０項目） 

柱 項目 取り組み内容、取り組み例 

企
業
の
取
組
姿
勢 

① 女性活躍に向けた取組方針の従業

員への明示 

・HPや社内報に取組方針や取組計画を掲載 

・企業ＨＰ内に女性活躍専用ページを設置  

② 職場の状況把握、課題分析・対応等 
・従業員アンケートの実施  

・課題分析や課題解決に向けた話合いの場を設定  

③ トップの行動宣言 兵庫県「わたしからアクション宣言」の実施 

キ
ャ
リ
ア
形
成
支
援 

④ 女性のキャリアアップに向けた取組

を実施している 

・女性従業員向けのキャリア形成研修を実施または外部セミナーへ参加さ

せ、社内への報告・共有を実施 

・メンター制度の導入、ロールモデルの発信 

⑤ 女性活躍に向けた職場の意識改革

を実施している 

・管理職向けの意識改革セミナーの実施 

・男性の家事育児参加を促進する制度や取組の実施 

⑥ 従業員が希望する働き方を応援す

る仕組みがある 

・従業員が希望する、今後のライフプランやキャリアデザインに関するヒア

リングの実施 

・働き方に関する従業員の希望を制度化  

女
性
の
登
用
促
進 

⑦ 管理職（部長・課長級相当職）に占

める女性割合 
 過去３年間の平均が基準値以上  

⑧ 係長職に占める女性割合 過去３年間の平均が基準値以上 

⑨ 女性（正規雇用）の採用比率又は女

性の配置 

 前年度における正規雇用の女性の採用比率が 50%以上、または、過去

３年間で同比率が増加 

⑩ 女性登用等に関する取組を社内外

に開示 

・HPや社内報などに、女性登用率や採用比率を掲載 

・女性登用率の目標値や達成状況を対外的に開示等 

女
性
の
定
着
促
進 

⑪ 女性(正規)の平均勤続年数  前年度の平均勤続年数が基準値以上 

（女性従業員のみの企業は、前年度の女性の平均勤続年数が基準値以上） 

⑫ 賃金格差（平均賃金の割合）  前年度の男性の平均賃金に対する女性平均賃金の割合が基準値以上 

⑬ 非正規から正規への転換 過去３年間に非正規から正規に転換した女性従業員がいる 

⑭ 新卒者の職場定着に向けた取組 ・管理職による面談を定期的（週 1回等）に実施 

・人材育成方針や教育訓練計画の作成  

⑮ 希望職種・勤務地での配置 過去３年間に、本人の希望に応じ、職務や勤務地を限定した従業員がい

る 

⑯ 多様な働き方の実現 過去３年間でテレワークや在宅勤務､フレックスタイム等、多様な働き方

を実現した従業員がいる 

⑰ 時間外労働（正規従業員） 前年度の正規従業員の法定時間外労働が月平均 45時間未満 

⑱ 子育てや介護等のための休暇 ・休

業制度の利用 

 過去３年間に、子育てや介護､ボランティアのための休暇・休業制度を利

用した従業員がいる 

⑲ 男性の育児休暇取得 直近年度における男性育休取得率が基準値以上 

⑳ 環境整備・経費援助 ・事業所内に保育所や託児スペースを設置 

・男女別の更衣室を設置 

・出産、育児、介護に要する経費の援助 

・不妊治療に要する経費の援助  

＊基準値は直近の国または県平均 



 


